
令和４年１月 17 日 

保護者の皆様 

仙台市教育委員会  

仙台市立寺岡小学校 

 

新型コロナウイルス感染症「地域の感染レベル」変更に伴う対応について (お知らせ) 

 

先週 1 月 14 日に宮城県新型コロナウイルス感染症対策本部会議が行われ、地域の感染レベルが

「２」に移行いたしました。 

全国的に感染者数が急増傾向にあり、仙台市内でも感染力が高いオミクロン株の感染が確認されて

いるなど、本市はこれまで以上に感染防止対策の徹底が必要な状況にあります。 

本市市立学校においては、学校教育活動におけるこれまでの感染拡大防止策を緩みなく継続いたし

ますとともに、児童生徒等が持続的に教育を受ける権利を保障していくため、下記のとおり各校にお

ける感染及びその拡大のリスクを可能な限り低減する学校運営を行ってまいります。 

保護者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 

 

記 

 

Ⅰ 学校における対応 

１ 感染症対策に留意した各教科等の指導について 

（１）「児童生徒同士の長時間、近距離での活動」「児童生徒が密集する活動」「近距離で組み合ったり

接触したりする活動」などの感染のリスクが高い学習活動については、実施について慎重に検

討していきます。実施する場合には、可能な限り感染症対策を行った上で、一定の距離を保ち、

同じ方向を向くようにし、また回数や時間を絞るなどして、リスクの低い活動から徐々に実施

していきます。感染症対策に留意した各教科等の工夫として、次のような対応を引き続き行っ

ていきます。 

①できるだけ個人の教材教具を使用し、児童生徒同士の貸し借りはしないように注意していきま

す。 

②理科、図画工作、美術科、技術・家庭科、体育科、保健体育科等において、共用で使用する器

具や用具、ICT 機器等を使用する場合は、使用前後に手洗いを徹底します。 

③グループや少人数での学び合いを行わない場合でも、１人１台端末等を使用し学級全体での学

び合いを通して多様な考えに触れ、学習内容の理解を深めるようにします。 

④児童生徒が密集して長時間活動する学習活動等、感染症対策を講じてもなお感染の可能性が高

い学習については、指導順序の変更など、各教科等の指導計画を見直し、必要な措置を講じて

いきます。 

 

２ 学校行事について 

(１)卒業式を実施するにあたっては、参加者のマスク着用や会場入口へのアルコール消毒液の設置、

定期的な換気、座席の間隔確保などの感染症対策を確実に講じるとともに、現状を踏まえ､内

容を精選したり、時間の短縮を図ったりするなど、実施方法を見直していきます。 

(２)卒業生を送る会等についても、現状を踏まえ、時間短縮を図ったり、校内放送を活用したりす

るなど、実施方法を検討していきます。 

 



３ 中学校・中等教育学校・高等学校の部活動及び小学校の吹奏楽、合唱等について 

(１)部活動等は、これまでと同様に「運動部活動の方針」と「文化部活動の方針」を踏まえて、各

校のガイドラインの内容を遵守するとともに、感染防止対策の徹底を継続した上で実施します。 

(２)練習試合や合同練習会は、県内の学校間を原則とし、必要最小限での移動とします。 

①高体連・高文連主催や、その他の公式の全国大会等及びそれにつながる大会に向けた対外試合

や合同練習会については、その必要性と感染症対策上の合理性（移動の距離や両方の地域の感

染状況等）を十分に検討した上で、県外の学校との交流も必要最小限の範囲で可能とします。 

(３)地域の感染状況等によっては、時間短縮や規模縮小をしての活動とするなどの検討をします。 

※今後の感染状況によっては、再度変更する場合があります。 

 

Ⅱ お願い 

１ 家庭と連携した取組 

（１）家庭と学校が連携した児童生徒の健康管理について 

①家庭では、毎朝健康観察をするとともに検温結果を各校で用意する記録表などに記入し、学     

校へお知らせください。学校では、それをもとにお子さんの健康状態を把握します。 

②学校では､毎時間､授業開始時に児童生徒の健康観察を行い、体調の変化を速やかに把握します。 

③学校では、お子さんに発熱、体調不良等の症状が見られた場合には、速やかに保護者へ連絡し、

受診や自宅療養のため下校させるなどの対応を行います。家庭では、体調不良の時には決して

無理をさせない（登校させない）ことや、早退時の対応についてご協力をお願いします。 

 

（２）出席停止の取扱いについて 

次の場合は、欠席の扱いとはしません。 

 項目は変わりませんが、取扱いの一部変更に留意願います。 

 

・児童生徒等の新型コロナウイルス感染症への感染が判明した場合 

・児童生徒等が濃厚接触者・検査対象者に特定された場合 

・児童生徒等に発熱等の風邪の症状が見られる場合 

・同居の家族に発熱等の風邪の症状が見られる場合 … 今回追加する対応 

・保護者が不安を感じて登校させない場合 

・児童生徒が医療機関等において新型コロナウイルスワクチン接種を受ける場合 

・児童生徒が医療機関等において新型コロナウイルスワクチン接種を受け、副反応が出た場合 

 

Ⅲ お知らせ 

１ 感染者が判明した場合の対応 

（１）感染者が判明し、感染可能期間に登校や出勤があった際には、保健所による調査とともに消毒

を行うため、該当する学校を必要な期間は休校とし、学校と教育委員会が連携して感染の拡大

防止に努めていきます。      

 

 

Ⅰ-１  教育センター ℡251-7440 

       Ⅰ-２  教育指導課  ℡214-8875 
       その他  健康教育課  ℡214-8882 


